
 

 

 

公立病院の経営強化に関する総務省の方針について 

（知事コメント） 

 

１．このたび、総務省から公立病院の経営改革に関するガイドラインが示

されたところ。 

 

２．従来は、公立病院に対して、健全経営に軸足をおいた「再編・ネット

ワーク化」の取組の推進を国として求めてきていたもの。このたび、新

型コロナウィルス感染症患者の受入先として、重要な役割を果たしたこ

となどから、「再編・ネットワーク化」ではなく、「役割分担と連携強化」

といった視点を打ち出したものとなっている。 

 

３．離島や中山間地を抱える本県にとっては、県内の公立病院はそれぞれ

地域医療の中核を担う重要な役割を担っており、このたびのガイドライ

ンについては、こうした地域医療の実状を踏まえた方向性が示されたこ

とは評価する。 
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